
防府市繁茂竹林整備事業実施要領 

令和元年 7 月 1 日制定  

（趣旨） 

第１条 この要領は、森林環境譲与税を活用した繁茂竹林整備事業（以

下「事業」という。）を実施するため必要な事項を定める。 

（目的） 

第２条 繁茂竹林の伐採及び再生竹の除去等により、自然林への回復

を誘導することで、森林の有する多面的機能の発揮を図る。 

（事業の内容） 

第３条 この事業で行う内容は、繁茂竹林内の竹の初期伐採及び当該

施工地における再生竹の除去とする。 

（事業の期間） 

第４条 この事業の期間は着手年に初期伐採、翌年度から２カ年の再

生竹の除去を行い事業完了とする。ただし、事業完了地において再

生竹の発生により自然林への回復が困難と判断される森林について

は最長２カ年の追加再生竹除去を行う。 

（対象森林の要件） 

第５条 事業の対象となる森林は、次の各号の要件を全て満たすもの

とする。 

(１) 防府市森林整備計画において定める森林の区域が水源涵養機

能維持増進森林又は山地災害防止／土壌保全機能維持増進森林で

あること。 

(２) 私有林であること。 

(３) 竹の侵入率が 30％以上であること。 

(４) その面積が 0.1ha 以上 0.5ha 未満であること。 

（申請等） 

第６条 事業を要望する森林所有者（以下「申請者」という。）は、繁

茂竹林整備申請書（第１号様式。以下「申請書」という。）に要望箇

所の地権者及び隣接地権者、地元関係者の同意書並びに位置図及び

地籍図を添付し、市長に提出しなければならない。 



（事業の実施） 

第７条 市長は、第６条の申請書が提出された場合、その内容を審査

し問題がなければ予算の範囲内において事業を実施することができ

る。ただし、事業実施することにより発生するいかなる問題につい

ても責任は負わない。 

（台帳の整備等） 

第８条 市長は、事業が完了した場合は、申請者に通知するとともに、

竹林整備台帳（別記第２号様式）を整備保管する。 

（申請者の責務） 

第９条 事業を行うことによる苦情等の対応は申請者が責任をもって

解決すること。 

２ 事業完了後は、再生竹除去等の維持管理を適切に行うこと。 

３ 事業着手年を含めて８年間（以下「転用制限期間」という。）は事

業地を森林以外に転用しないこと。なお、やむを得ず転用する必要

が生じた場合は、あらかじめ市長に転用届（別記第３号様式）を提

出しなければならない。 

４ 転用制限期間内に森林所有者の変更がある場合は、この責務を承

継すること。 

（森林以外への転用） 

第 10 条 市長は、第９条の３に基づき、申請者から転用届が提出され

た場合には、その内容を審査し、その目的が公共用等で公益上やむ

を得ないものと判断される場合は、第 11 条に規定する森林整備に要

した費用（以下「費用」という。）の返還を請求しない。 

２ 市長は、前項の場合には、転用届受理書（別記第４号様式）を交

付する。 

（費用の返還） 

第 11 条 市長は、申請者から提出された転用届の内容が、第 10 条の

１に定める公益上やむを得ないと判断される場合以外又は無届けで

転用された場合は、申請者に対して、転用面積に見合う費用の返還

を請求できる。 



２ 市長は、前項の費用の請求にあたり、事前に申請者から意見を聴

取するとともに、申請者に確認の上、納付通知書を送付し納入させ

る。 

（関係書類の整備・保存） 

第 12 条 市長は、この事業の関係書類を、転用制限期間が終了した翌

年度から起算して５年間適正に保存する。 

（その他） 

第 13 条 この要領に定めるもののほか、この要領の施行について必要

な事項は別に定める。 

附 則 

この要領は、令和元年 7 月 1 日から施行する。 

 

 



第１号様式（第６条関係） 

 

  

  年   月   日  

 

 

防 府 市 長  様 

 

申請者 

住所 

    氏名           ㊞  

  （連絡先           ） 

 

 

繁 茂 竹 林 整 備 申 請 書 

 

 防府市繁茂竹林整備事業実施要領第６条の規定により、事業実施を要望した

く下記事項に同意し、添付書類を添えて申請します。 

 

 

  要望箇所  防府市            番地 

 

 

記 

 

１ 同意事項 

・事業実施に伴う問題が生じた場合は責任をもって解決します。 

・事業完了後は、再生竹除去等の維持管理を適切に行います。 

・事業着手後、８年間は事業地を森林以外に転用しません。 

・繁茂竹林整備事業実施要領の記載事項を遵守します。 

 

２ 添付書類 

  ・要望箇所の位置図、地籍図 

  ・事業地の地権者及び隣接地権者、地元関係者の同意書 

  ・その他、必要と思われる書類 

 



別記第２号様式（第８条関係）

協定者数 協定期間

年度

年度

（記載注意）　　１　本台帳は、内容変更に伴い更新すること。

２　「設計方法」は、単独又は合併別に記載するとともに、合併した施行箇所の関係を明らかにするため、裏面の「合併施行地調書」を作成する。

３  合併施行の場合は合併施行箇所毎に「合併番号」を付すこととし、その記載方法は次のとおりとする。

繁茂竹林伐採業務：「繁茂－年度－一連番号」、事前調査業務：「事前－年度－一連番号」、再生竹除去業務：「再生－年度－一連番号」、

フォローアップ業務：「フォロ－年度－一連番号」

（添付書類） 位置図（1/25,000～1/50,000、1/5,000）、実測図、測量野帳、写真（施行前・施行後）

  　　

      

経費返還の有無

台帳番号

設計方法 合併番号整備面積 委託料の額受託者

協
定
関
連
事
項

整
備
履
歴

転
用
状
況

市町名

協定者　氏名

転用者　氏名

工期

転用者　住所

繁茂竹林伐採

施行種別

再生竹除去1

再生竹除去2

フォローアップ1

フォローアップ2

フォローアップ2

協定者　氏名

竹林群番号

森林の所在

施行地

対象森林の状況

森林の種類

林種

林齢

森林の区分

整備面積

施行面積

整備区域及び保全対象等の概況

返還金額転用面積 転用理由



裏面

１　協定者一覧表 ２　合併施行調書

2-1 繁茂竹林伐採業務 2-4 フォローアップ業務１
面積(ha)

2-2 再生竹除去業務１ 2-5 フォローアップ業務２
面積(ha)

2-3 再生竹除去業務２

4

16

14

15

12

13

10

11

8

9

6

7

5

協定者氏名 森林の所在
合併番号

計

合併番号

計

No

1

2

3

竹林番号 施行地面積(ha) 合併番号

合併番号

計

計

合併番号 竹林番号 施行地 面積(ha)

竹林番号

竹林番号 施行地

計

竹林番号 施行地 面積(ha)

施行地



別記第３号様式（第９条関係） 

 

転 用 届 

 

  年  月  日  

 

 

 防府市長       様 

 

 

住  所            

氏  名         印  

 

 

     年  月  日付けで申請したこのことについて、下記のとおり対

象森林を森林以外へ転用したいので、防府市繁茂竹林整備事業実施要領第９条

の３の規定により届け出ます。 

 

 

記 

 

１ 対象森林及び転用面積 

所在地 竹林群番号 
転用面積 

（ha） 

   

 

２ 転用の理由 

   



別記第４号様式（第１０条関係） 

 

転 用 届 受 理 書 

 

  年  月  日  

 

 

（森林所有者） 様 

 

 

防府市長            印  

 

 

     年  月  日付けで届け出のあったことについて、森林以外への

転用を認め、受理書を交付します。 

 

 

記 

 

１ 対象森林及び転用面積 

所在地 竹林群番号 
転用面積 

（ha） 

   

 

２ その他 

    整備に要した費用は請求しない。 

 



年  月  日

1.別紙繁茂竹林整備申請書記載の場所での事業実施について同意します。

2.事業実施により発生する問題については関係者で対処します。

住    所 氏    名 印 備考（関係等）

同 意 書


